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１．各ライナーを廃止し、特急「湘南」を運転開始する目的を明らかにすること。また、特急「踊り 

子」「湘南」への新着席サービス導入、並びに座席未指定券の導入の目的を明らかにすること。 

２．特急「踊り子」「湘南」の運転線路、編成両数を明らかにすること。また、Ｅ２５７系の車両運用に

ついて明らかにすること。 
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４．新着席サービスが導入されることにより、今後車掌業務がどのように変化するのか明らかに 

すること。また、車掌の乗務体制を明らかにすること。 

５．波動運用で１８５系を使用するのか明らかにすること。また、その際の取り扱いを明らかにする 

こと。 

 
３．異常時において、特急「湘南」を途中駅から普通列車として運転する考えがあるのか明らかに

すること。また、その際の取り扱いを明らかにすること。 
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（組合）やってきたことは何かあるのか。 

 

  

１．グリーン定期券・ライナーセット券をご利用のお客さまに対して、各ライナーの運転取り止め、 

並びに特急「湘南」の運転開始について、どのような事前周知を図っていくのか明らかにする 

こと。また、特急列車グリーン車と普通列車グリーン車の違いについてお客さまに分かりやす 

く周知をすること。 

２．新着席サービスの導入にあたり、直通運転をするＪＲ東海、伊豆急行、伊豆箱根鉄道での取り 

扱い、及びそれぞれの会社間との引継ぎ方法について明らかにすること。 

３．新着席サービスの導入に伴う「えきねっと」「えきねっとチケットレスサービス」について、お客 

さま（訪日外国人を含む）にどのように周知していくのかを明らかにすること。 
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６．特急「踊り子」「湘南」をご利用されるお客さまに対し、特急券の事前購入・案内を徹底するこ

と。特に熱海駅～伊東駅間での無札乗車が多いことから、ＪＲ東海、ＪＲ西日本に行先と乗車列

車を確認したうえで、特急券を事前購入していただくよう徹底を図ること。 

１．新着席サービスの導入に伴い、特急料金が事前料金と車内料金の２種類となることから、特急 

「踊り子」「湘南」の停車駅ホーム上に指定席券売機を設置すること。 
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４．特別企画乗車券、契約乗車票、団体乗車券・団体乗車票の車内での取り扱いについて明らかに 

すること。 

５．特急「踊り子」「湘南」と東海道新幹線との乗継割引の適用を廃止する理由を明らかにするこ 

と。また、乗継割引の適用を廃止する事前案内を徹底すること。 
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３．小田原駅～伊東駅間はトンネルが多く、電波状況が悪いことから、常磐線特急、中央線特急で 

発生した不具合の改善を活かし、新着席サービス導入前には必ず対策・改善を行うこと。ま 

た、タブレットや車内補充券発行機の通信は常時接続可能となるように必要な整備を行うこ 

と。さらに、車内補充券発行機に通信障害・システムトラブルが発生した場合の取り扱いにつ 

いて明らかにすること。 

 
２．今後新たな特別企画乗車券、ＭａａＳ（デジタルチケット）の発売時には事前に社員への教育を

行うこと。 
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４．伊東線運転停車駅における９両編成の停止位置目標、及び停止位置限界を整備すること。ま 

た、異常時の運用も鑑みて、東海道線内特急停車駅に５両編成の停止位置目標、及び停止位

置限界を整備すること。 

５．特急列車の乗車位置案内についてはお客さま目線に立ち、誰にでも分かりやすいように整備 

すること。 
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６．熱海駅における分割・併合作業の取り扱いについて明らかにすること。また、併合不良等異常 

時における取り扱いについても明らかにすること。 

７．併合時における運転台貫通路の通路構成、走行時の取り扱いについて明らかにすること。 

８．特急「踊り子」「湘南」の新着席サービスの定着のためにも、案内・改札要員を増とすること。ま

た、特急「踊り子」「湘南」の停車駅には駅係員の案内要員を配置すること。 

９．特急「踊り子」「湘南」の運転開始時まで、誰もが不安なく乗務できるように現場での教育・訓

練の充実を図り実施すること。 

 


